
10

伊賀市議会だより 2007.8.1

ひとが輝く　地域が輝く
～住みよさが実感できる自立と共生のまち～

発行／伊賀市議会　　編集／伊賀市議会広報委員会　　ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/

№ 10
平成19年8月1日
№ 10
平成19年8月1日

目　　次
議会報告会・・・・・・・・・・・・・Ｐ２

一般質問・・・・・・・・・・・Ｐ３～Ｐ７

常任委員会付託案件審査・・・・・・・Ｐ８

６月定例会の審議結果・・・・・・・・Ｐ９

政務調査費の支出報告・・・・・・・・Ｐ１０

（円） （円） （人） （円）

十
八
年
度
支
出
さ
れ
た

政
務
調
査
費
を
報
告
し
ま
す

十
八
年
度
支
出
さ
れ
た

政
務
調
査
費
を
報
告
し
ま
す

政
務
調
査
費
と
は
、
地
方
自
治
法
第
１
０

０
条
第
13
項
及
び
第
14
項
の
規
定
及
び
、
伊

賀
市
条
例
に
基
づ
き
、
調
査
研
究
に
資
す
る

た
め
に
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
、
議
会

に
お
け
る
会
派
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の

で
す
。
（
19
年
度
か
ら
は
、
個
人
支
給
に
改

定
）支

給
さ
れ
る
金
額
は
、
月
額
２
万
円
を
会

派
の
所
属
議
員
数
を
乗
じ
た
額
を
半
期
ご
と

に
交
付
さ
れ
ま
す
。

会
派
は
、
規
則
で
定
め
る
使
途
基
準
に
従

い
、
経
理
処
理
を
明
確
に
行
う
た
め
、
経
理

責
任
者
を
置
き
、
政
務
調
査
費
に
係
る
収
入

及
び
支
出
の
報
告
書
を
作
成
し
、
領
収
書
等

の
証
拠
書
類
の
写
し
を
添
付
し
た
う
え
で
議

長
に
提
出
し
ま
す
。
ま
た
、
一
年
間
の
交
付

さ
れ
た
総
額
か
ら
支
出
し
た
経
費
の
総
額
を

差
し
引
き
、
残
余
が
あ
る
場
合
は
、
市
に
返

還
を
し
ま
す
。

研究研修費 議員が研究会、研修会を開催するために
要する経費
議員が他の団体の開催する研究会、研修
会に参加するために要する経費

調査旅費 議員が行う調査研究活動のために必要な
先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費 議員が行う調査研究活動のために必要な
資料の作成に要する経費

資料購入費 議員が行う調査研究活動のために必要な
図書、資料等の購入に要する経費

広報費 議員の調査研究活動、議会活動及び市の
施策について、住民に報告し、周知する
ために要する経費

広聴費 議員が住民からの市政及び議会等に対す
る要望、意見を聴取するための会議等に
要する経費

人件費 議員が行う調査研究活動を補助する者を
雇用する経費

事務費 議員が行う調査研究活動のために必要な
事務の遂行に要する経費

その他の経費 上記以外の経費で議員が行う調査研究活
動に必要な経費

視察旅費は、伊賀市議会議員の報酬及び費用弁償に関
する条例に基づく取り扱いとし、事前に議長に届け出て、
あらかじめ事務局で計算を行う。

政務調査費使途基準
支出できる経費

会派名 交付額 戻入 所属議員数 精算額

新政いが 1,200,000 58,891 5 1,141,109

爽風クラブ 1,920,000 2,562 8 1,917,438

清風クラブ 600,000 3,227 5 596,773

公明党 720,000 0 3 720,000

輝（かがやき） 1,680,000 311,358 7 1,368,642

日本共産党 240,000 73,299 1 166,701

明政クラブ 1,200,000 0 5 1,200,000

合　計 7,560,000 449,337 34 7,110,663
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　伊賀市議会は、今年２月に伊賀市議会基本条例を制定しました。
　この条例は、伊賀市自治基本条例の理念及び第５章で規定されている「議会の役割と責務」
を具現化したものです。
　議員は、市民全体の代表であり市民への情報提供、説明責任があることから、議員及び市民
が自由に情報及び意見が交換できるよう「議会報告会」の開催を議会基本条例第７条に明文化し、
義務化することになりました。
　７月は下記の地区で報告会を開催しました。

地区名 開催日時 場　　　所

矢 持 7月11日（水）19:00～ 矢持地区市民センター

上野東部 7月12日（木）15:00～ 上野東部地区市民センター

長 田 7月12日（木）19:00～ 長田地区市民センター

高 尾 7月15日（日）19:00～ 岳の里会館

島 ヶ 原 7月17日（火）19:30～ 島ヶ原会館ふれあいホール

三 田 7月18日（水）10:00～ 三田地区市民センター

府 中 7月18日（水）19:00～ 府中地区市民センター

諏 訪 7月18日（水）19:30～ 諏訪地区市民センター

上野西部 7月20日（金）19:00～ 上野西部地区市民センター

玉 瀧 7月21日（土）19:00～ 玉瀧・内保高齢者活動センター

阿 波 7月25日（水）19:30～ 大山田東生活改善センター

壬 生 野 7月26日（木）19:30～ 川東多目的集会所

西 柘 植 7月27日（金）19:00～ 西柘植公民館

中 瀬 7月28日（土）19:30～ 中瀬地区市民センター

地区名 開催日時 場　　　所

上
野
東
部
地
区　
　
　
　

市
民
セ
ン
タ
ー

で
の
報
告
会

諏
訪
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

で
の
報
告
会

三
田
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

で
の
報
告
会

矢
持
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

で
の
報
告
会

10月・1月の予定10月・1月の予定10月・1月の予定

議　員　名　（◎班長）
地区名

10月 1月
議　員　名　（◎班長）

地区名

10月 1月

田山宏弥 前田孝也 小田 比自岐 木津直樹 森本　勉 友生 花垣

中岡久徳 安本美栄子 柘植 阿保

空森栄幸 坂井　悟 久米 神戸

山岡耕道 丸柱 布引

渡久山カナエ 中本徳子 花之木 きじが台

小丸勍司

◎葛原香積

勝矢節義

◎今井博昭

英　成樹

◎今井由輝

馬場登代光 桐ヶ丘 古山

宮崎由隆 森野廣榮 山田 上津

本城善昭 大西保定 上野南部 依那古

森岡昭二 前川款昭 博要 鞆田

北出忠良 森　正敏 新居 ゆめが丘

土井裕子

◎岩田佐俊

桃井隆子

◎松村頼清

恒岡弘二

◎森永勝二

奥　邦雄 本村幸四郎 猪田

班

1

2

3

班

4

5

6
河合

6月定例会議案等の審議結果

６月定例会での提出案件は、市長提出議案８件、報告15件、議会提出議案２件、請願１件でした。
各常任委員会で審査した後本会議で下記のとおり議決しました。

審査した委員会 議決結果案　　　　　　件
議案第75号
議案第76号

議案第77号
議案第78号

議案第79号

議案第80号
議案第81号
議案第82号

総 務

総 務
教 育 民 生

建 設 水 道

総 務
総 務
総 務

全会一致

全会一致
全会一致

全会一致

全会一致
全会一致
全会一致

平成18年度伊賀南部消防組合一般会計歳入歳出決算の認定について
伊賀市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の制定に
ついて
委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
伊賀市職員の給与に関する条例及び伊賀市立上野総合市民病院事業の
設置等に関する条例の一部改正について
青山ハーモニー・フォレストの設置及び管理に関する条例の一部改正
について
権利の放棄について
伊賀市・名張市広域行政事務組合規約の変更に関する協議について
字の区域の変更について

■市長提出議案

議案第20号 産 業 経 済 起立多数日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に対することについて
■請願

※　賛成しなかった議員　　渡久山・土井・小丸・本村

発議第4号 起立多数伊賀市議会議員政治倫理条例の一部改正について
■議会提出議案

※　賛成しなかった議員　　恒岡・小丸

発議第5号 起立多数日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に対する意見書（案）の提出
※　賛成しなかった議員　　渡久山・土井・小丸・本村

意見書を提出

伊賀市議会では、平成19年6月26日地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣に意見書を提出し
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　

日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に対する意見書

　本年から開始された日豪ＥＰＡ（経済連携協定）／ＦＴＡ（自由貿易協定）交渉では、オーストラリア政府は農産物も含む
関税撤廃を強く主張してきています。オーストラリア政府の要求通り、農産物の輸入関税が全面的に撤廃されるようなことに
なれば、政府の試算でも、肉牛、酪農、小麦、砂糖の主要４分野で約8,000億円もの打撃を受け、関連産業や地域経済への影響
を含めると、２兆～３兆円規模となるとされています。
　また、食料自給率は30％台に低下するなど日本の農業と食料は壊滅的な打撃を受けることとなり、農林業の多面的機能が失
われ、農山村の崩壊、国土の荒廃、環境の悪化を招くこととなります。
　さらに、昨年、干ばつによって大減産となったようにオーストラリアの農業生産条件は極めて不安定であり、これに安易に
依存することは、世界的な食料不足、危機が心配されているなかで、日本の食料安全保障を危うくする結果を招きかねません。
　つきましては、日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉にあたり、日本農業に多大な影響を与える重要品目を交渉から除外するなど次の対
策を強く要望します。

記

１．日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉にあたっては、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの農林水産物の重要品目を除外するとともに、
万一、これが受け入れられない場合は、交渉を中断することを求めます。

２．農産物貿易交渉は農業・農村の多面的機能の発揮と国内自給による食料安全保障の確保を基本とし、各国の多様な農業が
共存できる貿易ルートを確立することを求めます。

議員永年勤続表彰及び感謝状を授与

平成19年6月19日に開催された第83回全国市議会議長会定期総会において、2名の議員が永年勤続表彰及び感謝状を授与されま
した。これは全国市議会議長会表彰規程により表彰されたものです。

議員永年勤続20年表彰　　　　　　前川　款昭　議員
感謝状
全国市議会議長会評議員　　　　　安本美栄子　議員
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去る、6月に開催されました第6回伊賀市議会(定例会)では、一般質問が6月12日
から4日間行われ、18名の議員により市の諸問題についての質問を行いました。

質問を行った議員
森本　　　・坂井　　悟・渡久山カナエ・松村　頼清・森永　勝二・中本　徳子・森岡　昭二
葛原　香積・勝矢　節義・桃井　隆子・北出　忠良・宮崎　由隆・小丸　勍司・英　　成樹　
本村幸四郎・恒岡　弘二・森野　廣榮・森　　正敏

市政に対する

議
案
第
八
十
一
号�

　

『
伊
賀
市
・
名
張
市
広
域
行
政
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
』

　

株
式
会
社
伊
賀
鉄
道
へ
両
市
が
伊
賀
地
区
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
千
万
円
を
取
り
崩
し

て
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
出
資
金
に
変
更
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
名
張
市
と
の
協
議
の
上
、
組
合
規
約
を
変

更
す
る
も
の
で
す
。�

　

な
お
、
三
重
県
知
事
の
認
可
の
日
か
ら
施
行
す
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。�

　

審
査
に
当
た
り
、
委
員
か
ら
は
、
年
度
に
よ
っ
て
金
額
が
違
う
理
由
は
と
の
質
疑
に
対
し
、
当
局
か
ら
は
、

名
張
市
と
の
協
議
の
中
で
３
年
間
程
度
支
援
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
各
年
度
二
千
万
円
で
す
が
、
運
営
が

10
月
１
日
で
あ
る
た
め
、
今
年
度
は
一
千
万
円
、
２
年
目
、
３
年
目
は
二
千
万
円
ず
つ
、
４
年
目
一
千
万
円
の

実
質
４
年
度
間
に
な
っ
て
い
る
と
の
回
答
で
し
た
。
ま
た
、
現
在
、
運
賃
等
は
非
常
に
安
い
が
、
学
生
の
利
用

が
多
い
こ
と
か
ら
新
会
社
設
立
後
の
定
期
代
は
ど
う
な
る
の
か
と
の
質
疑
に
対
し
、
当
局
か
ら
は
、
料
金
設
定

を
で
き
る
だ
け
負
担
を
抑
え
る
方
向
で
国
と
も
検
討
し
て
い
る
が
、
現
在
よ
り
は
負
担
は
増
え
る
と
の
こ
と
で

し
た
。�

　

審
査
の
結
果
、
全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

議
案
第
七
十
八
号�

　

『
伊
賀
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
事
業
の

　
　

設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

請
願
第
二
十
号�

　

『
日
豪
Ｅ
Ｐ
Ａ
／
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
に
対
す
る
こ
と
に
つ
い
て
』

付
託　

議
案
五
件

付
託　

議
案
一
件

付
託　

議
案
一
件

付
託　

議
案
一
件

　

審
査
に
当
た
り
ま
し
て
、
請
願
者
で
あ
り
ま
す
食
と
み
ど
り
、
水
を
守
る
三
重
県
連
絡
会
議
の
粟
野
文

雄
さ
ん
か
ら
請
願
に
至
っ
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。�

　

説
明
に
よ
れ
ば
、
現
在
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
日
豪
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
、
重
要
４
品
目
の
小
麦
、
砂
糖
、

乳
製
品
、
牛
肉
に
対
し
関
税
が
撤
廃
さ
れ
た
場
合
に
は
、
日
本
各
地
の
農
業
を
初
め
地
域
経
済
に
大
き
な

ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
伊
賀
市
に
お
い
て
も
、
伊
賀
米
や
伊
賀
牛
な
ど
の
生
産
に
打
撃
が

あ
る
。
食
料
自
給
率
の
低
下
及
び
農
地
の
荒
廃
を
招
き
、
自
然
環
境
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
の
こ
と
で
し

た
。�

　

審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
委
員
か
ら
は
、
請
願
者
団
体
の
組
織
と
活
動
目
的
に
つ
い
て
、
二
国
間
交
渉

が
決
裂
し
た
と
き
の
農
林
水
産
業
以
外
の
産
業
界
や
経
済
界
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
今
後
農
業
分
野
を
守

る
新
た
な
施
策
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
団
体
と
し
て
の
考
え
は
な
ど
の
質
疑
に
対
し
ま
し
て
、
説
明
者

か
ら
は
、
活
動
と
し
て
は
労
働
者
、
消
費
者
、
農
民
と
の
共
通
の
利
益
を
実
現
し
、
社
会
的
・
経
済
的
地

位
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
構
成
組
織
と
し
て
は
、
消
費
者
と
言
い
つ
つ
も
労
働
組
合

の
全
林
野
、
全
水
道
、
全
農
林
が
中
心
に
農
協
労
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
し
て
い
る
団
体
で
あ
る
。
交
渉

決
裂
に
よ
る
各
界
に
及
ぼ
す
影
響
は
十
分
理
解
し
て
い
る
が
、
当
団
体
と
し
て
は
、
主
体
的
に
農
林
水
産

分
野
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
の
で
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
後
の
農
業
施
策
と
し
て
は
、
担
い
手
の

育
成
や
所
得
保
障
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。�

　

最
後
に
、
伊
賀
市
に
お
け
る
影
響
に
つ
い
て
の
試
算
は
と
の
問
い
に
は
、
現
在
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
は

行
っ
て
い
な
い
と
の
回
答
で
し
た
。�

　

こ
れ
ら
の
審
査
経
緯
を
踏
ま
え
、
採
決
の
結
果
、
本
請
願
は
全
会
一
致
で
採
択
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

議
案
第
七
十
九
号�

　

『
青
山
ハ
ー
モ
ニ
ー
・
フ
ォ
レ
ス
ト
の
設
置
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

　

青
山
ハ
ー
モ
ニ
ー
・
フ
ォ
レ
ス
ト
は
、
都
市
と
農
村
の
交
流
を
目
的
と
し
て
、
ダ
ム
周
辺
整
備
事
業
で

伊
賀
市
種
生
地
内
に
お
い
て
整
備
を
進
め
て
お
り
、
昨
年
７
月
か
ら
一
部
施
設
の
供
用
を
開
始
し
て
お
り

ま
す
が
、
今
回
新
た
に
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
場
、
遊
具
広
場
、
駐
車
場
の
施
設
が
完
成

し
た
た
め
に
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し
、
運
営
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。�

　

改
正
の
主
な
内
容
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
を
加
え
使
用
時
間
、
使
用
料
等
、
管
理
及
び
運
営
に
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
で
す
。�

　

な
お
、
こ
の
条
例
は
平
成
19
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。�

　

委
員
か
ら
は
、
都
市
と
農
村
の
交
流
の
目
的
達
成
の
た
め
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
集
客
の
方
法
を
行

っ
て
い
る
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
当
局
か
ら
は
、
民
間
活
力
の
導
入
と
し
て
の
近
隣
の
観
光
施
設
等
の

協
力
、
マ
ス
コ
ミ
へ
の
資
料
提
供
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
計
画
し
て
い
る
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

に
つ
い
て
は
、
公
認
コ
ー
ス
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
関
係
団
体
と
の
交
流
を
図
っ
て
い
き

た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。�

　

ま
た
、
施
設
建
築
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
部
に
地
元
産
の
材
木
を
使
わ
ず
、
外
国
産
材
が
使
わ
れ
て
お

り
、
地
産
地
消
、
林
業
振
興
等
の
観
点
か
ら
今
後
事
業
実
施
に
当
た
っ
て
は
十
分
留
意
す
る
よ
う
に
と
の

意
見
が
あ
り
ま
し
た
。�

　

審
査
の
結
果
、
本
案
は
、
全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

上
野
総
合
市
民
病
院
の
医
師
に
つ
き
ま
し
て
は
、
三
重
大
学
か
ら
の
派
遣
に
よ
り
確
保
を
図
っ
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
が
、
本
年
４
月
１
日
現
在
で
は
、
医
師
数
が
21
人
で
あ
り
、
救
急
医
療
も
含
め
た
十
分
な
診
療
体
制

を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
26
人
程
度
の
医
師
数
が
必
要
で
、
看
護
師
も
若
年
層
の
早
期
退
職
者
が
増
え
て
き
て

お
り
、
看
護
体
制
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
改
正
の
内
容
で
す
が
、
「
伊
賀
市
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
医
師
の
宿
日
直
手
当
を
勤
務
１
回
に
つ
き
２
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
か
ら
、
勤
務
１
回
に
つ
き
３
万
５
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定

め
る
額
に
増
額
し
、
「
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

医
師
確
保
手
当
を
給
与
月
額
の
20
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
か
ら
給
与
月
額
の
25
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る

額
に
、
研
究
手
当
を
月
額
６
万
円
か
ら
月
額
10
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
増
額
す
る
こ
と
や
、
看
護
師
等
確
保
手
当
で

は
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
に
対
し
、
そ
の
経
験
年
数
に
応
じ
て
限
度
額
月
額
５
万
円
、
勤
続
年
数
10
年
間
を

限
度
と
し
て
支
給
す
る
内
容
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　

委
員
か
ら
は
、
医
者
数
を
増
や
す
、
ま
た
看
護
師
の
諸
手
当
を
増
額
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
と
の
質
問
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

当
局
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
増
員
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
７
月
募
集
採
用
に
１
人
の
応
募
も
な

く
、
９
月
ま
で
現
在
の
ま
ま
で
運
営
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
を
踏
ま
え
、
医
師
、
看
護
師
の
諸
手

当
の
体
制
を
整
え
る
必
要
性
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
よ
っ
て
来
年
、
医
師
研
修
制
度
を
受
け
入
れ
る
よ
う

な
病
院
の
体
制
づ
く
り
を
し
て
、
伊
賀
市
の
医
療
の
確
立
を
図
り
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
諸
手
当
を

上
げ
る
根
拠
に
つ
き
ま
し
て
は
、
他
市
の
諸
手
当
を
含
む
給
与
を
思
案
に
入
れ
、
考
慮
し
た
と
の
こ
と
で
し

た
。
そ
し
て
10
年
以
上
の
看
護
師
に
一
定
の
確
保
手
当
て
が
必
要
で
は
と
の
質
疑
に
対
し
ま
し
て
、
現
在
プ
ラ

ス
ア
ル
フ
ァ
は
厳
し
い
状
況
で
あ
る
が
職
場
環
境
の
改
善
を
図
り
、
対
応
し
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
地
方
の
声
が
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
っ
か
り
や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

各常任委員会では、第６回定例会において付託された議案７
件、請願１件について審査を行いました。主なものは、次の
とおりです。

伊賀市議会だより 2007.8.1

▲市民生活課の前に
　設置されたＡＥＤ

▲青山行政バス
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伊賀市議会だより 2007.8.1伊賀市議会だより 2007.8.1

９
月
定
例
会
の
開
催
日
程
（
予
定
）

９
月
定
例
会
は
、
９
月
６
日
（
木
）
か
ら
９
月
28
日
（
金
）
ま
で
の
23
日
間
の
日
程
で
開

催
の
予
定
で
す
。�

�

９
月
６
日
（
木
）
本
会
議

　
　
　
　
　
　
　

開
会

　
　
　
　
　
　
　

議
案
上
程

　
　
　
　
　
　
　

提
案
説
明

　
　
　
　
　
　
　

委
員
会
付
託

　
　

11
日
（
火
）
本
会
議　

一
般
質
問

　
　

12
日
（
水
）
本
会
議　

一
般
質
問

　
　

13
日
（
木
）
本
会
議　

一
般
質
問

　
　

14
日
（
金
）
本
会
議　

一
般
質
問

　
　

18
日
（
火
）
決
算
特
別
委
員
会�

　
　

19
日
（
水
）
決
算
特
別
委
員
会�

　
　

20
日
（
木
）
予
算
特
別
委
員
会�

　
　

21
日
（
金
）
常
任
委
員
会�

　
　

25
日
（
火
）
常
任
委
員
会�

　
　

28
日
（
金
）
本
会
議�

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　

採
決

　
　
　
　
　
　
　

閉
会�

�

※　

本
会
議
は
市
役
所
２
階
市
議
会
議
場
で
、
開
催
さ
れ
ま
す
。

※　

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
10
時
か
ら
開
催
の
予
定
で
す
。

※　

変
更
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
文
字
放
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
確
認
下
さ

い
。

�

お
問
い
合
わ
せ　

伊
賀
市
議
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　

電
話　

22
―
９
６
８
７
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伊賀市議会だより 2007.8.1伊賀市議会だより 2007.8.1

▲伊賀市役所（本庁）▲伊賀市立上野総合市民病院

▲島ヶ原小・中学校

▲本庁に設置された
　期日前投票所
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伊賀市議会だより 2007.8.1伊賀市議会だより 2007.8.1

▲伊賀市役所（本庁）▲伊賀市立上野総合市民病院

▲島ヶ原小・中学校

▲本庁に設置された
　期日前投票所
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伊賀市議会だより 2007.8.1伊賀市議会だより 2007.8.1

９
月
定
例
会
の
開
催
日
程
（
予
定
）

９
月
定
例
会
は
、
９
月
６
日
（
木
）
か
ら
９
月
28
日
（
金
）
ま
で
の
23
日
間
の
日
程
で
開

催
の
予
定
で
す
。�

�

９
月
６
日
（
木
）
本
会
議

　
　
　
　
　
　
　

開
会

　
　
　
　
　
　
　

議
案
上
程

　
　
　
　
　
　
　

提
案
説
明

　
　
　
　
　
　
　

委
員
会
付
託

　
　

11
日
（
火
）
本
会
議　

一
般
質
問

　
　

12
日
（
水
）
本
会
議　

一
般
質
問

　
　

13
日
（
木
）
本
会
議　

一
般
質
問

　
　

14
日
（
金
）
本
会
議　

一
般
質
問

　
　

18
日
（
火
）
決
算
特
別
委
員
会�

　
　

19
日
（
水
）
決
算
特
別
委
員
会�

　
　

20
日
（
木
）
予
算
特
別
委
員
会�

　
　

21
日
（
金
）
常
任
委
員
会�

　
　

25
日
（
火
）
常
任
委
員
会�

　
　

28
日
（
金
）
本
会
議�

　
　
　
　
　
　
　

委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　

採
決

　
　
　
　
　
　
　

閉
会�

�

※　

本
会
議
は
市
役
所
２
階
市
議
会
議
場
で
、
開
催
さ
れ
ま
す
。

※　

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
10
時
か
ら
開
催
の
予
定
で
す
。

※　

変
更
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
文
字
放
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ご
確
認
下
さ

い
。

�

お
問
い
合
わ
せ　

伊
賀
市
議
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　

電
話　

22
―
９
６
８
７
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伊賀市議会だより 2007.8.1

去る、6月に開催されました第6回伊賀市議会(定例会)では、一般質問が6月12日
から4日間行われ、18名の議員により市の諸問題についての質問を行いました。

質問を行った議員
森本　　　・坂井　　悟・渡久山カナエ・松村　頼清・森永　勝二・中本　徳子・森岡　昭二
葛原　香積・勝矢　節義・桃井　隆子・北出　忠良・宮崎　由隆・小丸　勍司・英　　成樹　
本村幸四郎・恒岡　弘二・森野　廣榮・森　　正敏

市政に対する

議
案
第
八
十
一
号�

　

『
伊
賀
市
・
名
張
市
広
域
行
政
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て
』

　

株
式
会
社
伊
賀
鉄
道
へ
両
市
が
伊
賀
地
区
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
千
万
円
を
取
り
崩
し

て
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
出
資
金
に
変
更
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
名
張
市
と
の
協
議
の
上
、
組
合
規
約
を
変

更
す
る
も
の
で
す
。�

　

な
お
、
三
重
県
知
事
の
認
可
の
日
か
ら
施
行
す
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。�

　

審
査
に
当
た
り
、
委
員
か
ら
は
、
年
度
に
よ
っ
て
金
額
が
違
う
理
由
は
と
の
質
疑
に
対
し
、
当
局
か
ら
は
、

名
張
市
と
の
協
議
の
中
で
３
年
間
程
度
支
援
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
各
年
度
二
千
万
円
で
す
が
、
運
営
が

10
月
１
日
で
あ
る
た
め
、
今
年
度
は
一
千
万
円
、
２
年
目
、
３
年
目
は
二
千
万
円
ず
つ
、
４
年
目
一
千
万
円
の

実
質
４
年
度
間
に
な
っ
て
い
る
と
の
回
答
で
し
た
。
ま
た
、
現
在
、
運
賃
等
は
非
常
に
安
い
が
、
学
生
の
利
用

が
多
い
こ
と
か
ら
新
会
社
設
立
後
の
定
期
代
は
ど
う
な
る
の
か
と
の
質
疑
に
対
し
、
当
局
か
ら
は
、
料
金
設
定

を
で
き
る
だ
け
負
担
を
抑
え
る
方
向
で
国
と
も
検
討
し
て
い
る
が
、
現
在
よ
り
は
負
担
は
増
え
る
と
の
こ
と
で

し
た
。�

　

審
査
の
結
果
、
全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

議
案
第
七
十
八
号�

　

『
伊
賀
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
事
業
の

　
　

設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

請
願
第
二
十
号�

　

『
日
豪
Ｅ
Ｐ
Ａ
／
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
に
対
す
る
こ
と
に
つ
い
て
』

付
託　

議
案
五
件

付
託　

議
案
一
件

付
託　

議
案
一
件

付
託　

議
案
一
件

　

審
査
に
当
た
り
ま
し
て
、
請
願
者
で
あ
り
ま
す
食
と
み
ど
り
、
水
を
守
る
三
重
県
連
絡
会
議
の
粟
野
文

雄
さ
ん
か
ら
請
願
に
至
っ
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。�

　

説
明
に
よ
れ
ば
、
現
在
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
日
豪
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
、
重
要
４
品
目
の
小
麦
、
砂
糖
、

乳
製
品
、
牛
肉
に
対
し
関
税
が
撤
廃
さ
れ
た
場
合
に
は
、
日
本
各
地
の
農
業
を
初
め
地
域
経
済
に
大
き
な

ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
伊
賀
市
に
お
い
て
も
、
伊
賀
米
や
伊
賀
牛
な
ど
の
生
産
に
打
撃
が

あ
る
。
食
料
自
給
率
の
低
下
及
び
農
地
の
荒
廃
を
招
き
、
自
然
環
境
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
の
こ
と
で
し

た
。�

　

審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
委
員
か
ら
は
、
請
願
者
団
体
の
組
織
と
活
動
目
的
に
つ
い
て
、
二
国
間
交
渉

が
決
裂
し
た
と
き
の
農
林
水
産
業
以
外
の
産
業
界
や
経
済
界
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
今
後
農
業
分
野
を
守

る
新
た
な
施
策
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
団
体
と
し
て
の
考
え
は
な
ど
の
質
疑
に
対
し
ま
し
て
、
説
明
者

か
ら
は
、
活
動
と
し
て
は
労
働
者
、
消
費
者
、
農
民
と
の
共
通
の
利
益
を
実
現
し
、
社
会
的
・
経
済
的
地

位
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
構
成
組
織
と
し
て
は
、
消
費
者
と
言
い
つ
つ
も
労
働
組
合

の
全
林
野
、
全
水
道
、
全
農
林
が
中
心
に
農
協
労
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
し
て
い
る
団
体
で
あ
る
。
交
渉

決
裂
に
よ
る
各
界
に
及
ぼ
す
影
響
は
十
分
理
解
し
て
い
る
が
、
当
団
体
と
し
て
は
、
主
体
的
に
農
林
水
産

分
野
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
の
で
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
後
の
農
業
施
策
と
し
て
は
、
担
い
手
の

育
成
や
所
得
保
障
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。�

　

最
後
に
、
伊
賀
市
に
お
け
る
影
響
に
つ
い
て
の
試
算
は
と
の
問
い
に
は
、
現
在
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
は

行
っ
て
い
な
い
と
の
回
答
で
し
た
。�

　

こ
れ
ら
の
審
査
経
緯
を
踏
ま
え
、
採
決
の
結
果
、
本
請
願
は
全
会
一
致
で
採
択
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

議
案
第
七
十
九
号�

　

『
青
山
ハ
ー
モ
ニ
ー
・
フ
ォ
レ
ス
ト
の
設
置
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

　

青
山
ハ
ー
モ
ニ
ー
・
フ
ォ
レ
ス
ト
は
、
都
市
と
農
村
の
交
流
を
目
的
と
し
て
、
ダ
ム
周
辺
整
備
事
業
で

伊
賀
市
種
生
地
内
に
お
い
て
整
備
を
進
め
て
お
り
、
昨
年
７
月
か
ら
一
部
施
設
の
供
用
を
開
始
し
て
お
り

ま
す
が
、
今
回
新
た
に
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
場
、
遊
具
広
場
、
駐
車
場
の
施
設
が
完
成

し
た
た
め
に
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し
、
運
営
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。�

　

改
正
の
主
な
内
容
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
を
加
え
使
用
時
間
、
使
用
料
等
、
管
理
及
び
運
営
に
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
で
す
。�

　

な
お
、
こ
の
条
例
は
平
成
19
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。�

　

委
員
か
ら
は
、
都
市
と
農
村
の
交
流
の
目
的
達
成
の
た
め
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
集
客
の
方
法
を
行

っ
て
い
る
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
当
局
か
ら
は
、
民
間
活
力
の
導
入
と
し
て
の
近
隣
の
観
光
施
設
等
の

協
力
、
マ
ス
コ
ミ
へ
の
資
料
提
供
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
計
画
し
て
い
る
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

に
つ
い
て
は
、
公
認
コ
ー
ス
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
関
係
団
体
と
の
交
流
を
図
っ
て
い
き

た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。�

　

ま
た
、
施
設
建
築
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
部
に
地
元
産
の
材
木
を
使
わ
ず
、
外
国
産
材
が
使
わ
れ
て
お

り
、
地
産
地
消
、
林
業
振
興
等
の
観
点
か
ら
今
後
事
業
実
施
に
当
た
っ
て
は
十
分
留
意
す
る
よ
う
に
と
の

意
見
が
あ
り
ま
し
た
。�

　

審
査
の
結
果
、
本
案
は
、
全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　

上
野
総
合
市
民
病
院
の
医
師
に
つ
き
ま
し
て
は
、
三
重
大
学
か
ら
の
派
遣
に
よ
り
確
保
を
図
っ
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
が
、
本
年
４
月
１
日
現
在
で
は
、
医
師
数
が
21
人
で
あ
り
、
救
急
医
療
も
含
め
た
十
分
な
診
療
体
制

を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
26
人
程
度
の
医
師
数
が
必
要
で
、
看
護
師
も
若
年
層
の
早
期
退
職
者
が
増
え
て
き
て

お
り
、
看
護
体
制
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
改
正
の
内
容
で
す
が
、
「
伊
賀
市
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
医
師
の
宿
日
直
手
当
を
勤
務
１
回
に
つ
き
２
万
円
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
か
ら
、
勤
務
１
回
に
つ
き
３
万
５
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定

め
る
額
に
増
額
し
、
「
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、

医
師
確
保
手
当
を
給
与
月
額
の
20
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
か
ら
給
与
月
額
の
25
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る

額
に
、
研
究
手
当
を
月
額
６
万
円
か
ら
月
額
10
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
増
額
す
る
こ
と
や
、
看
護
師
等
確
保
手
当
で

は
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
に
対
し
、
そ
の
経
験
年
数
に
応
じ
て
限
度
額
月
額
５
万
円
、
勤
続
年
数
10
年
間
を

限
度
と
し
て
支
給
す
る
内
容
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　

委
員
か
ら
は
、
医
者
数
を
増
や
す
、
ま
た
看
護
師
の
諸
手
当
を
増
額
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
と
の
質
問
が
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

当
局
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
増
員
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
７
月
募
集
採
用
に
１
人
の
応
募
も
な

く
、
９
月
ま
で
現
在
の
ま
ま
で
運
営
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
を
踏
ま
え
、
医
師
、
看
護
師
の
諸
手

当
の
体
制
を
整
え
る
必
要
性
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
よ
っ
て
来
年
、
医
師
研
修
制
度
を
受
け
入
れ
る
よ
う

な
病
院
の
体
制
づ
く
り
を
し
て
、
伊
賀
市
の
医
療
の
確
立
を
図
り
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
諸
手
当
を

上
げ
る
根
拠
に
つ
き
ま
し
て
は
、
他
市
の
諸
手
当
を
含
む
給
与
を
思
案
に
入
れ
、
考
慮
し
た
と
の
こ
と
で
し

た
。
そ
し
て
10
年
以
上
の
看
護
師
に
一
定
の
確
保
手
当
て
が
必
要
で
は
と
の
質
疑
に
対
し
ま
し
て
、
現
在
プ
ラ

ス
ア
ル
フ
ァ
は
厳
し
い
状
況
で
あ
る
が
職
場
環
境
の
改
善
を
図
り
、
対
応
し
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
地
方
の
声
が
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
っ
か
り
や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

各常任委員会では、第６回定例会において付託された議案７
件、請願１件について審査を行いました。主なものは、次の
とおりです。

伊賀市議会だより 2007.8.1

▲市民生活課の前に
　設置されたＡＥＤ

▲青山行政バス
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伊賀市議会だより 2007.8.1 伊賀市議会だより 2007.8.1

　伊賀市議会は、今年２月に伊賀市議会基本条例を制定しました。
　この条例は、伊賀市自治基本条例の理念及び第５章で規定されている「議会の役割と責務」
を具現化したものです。
　議員は、市民全体の代表であり市民への情報提供、説明責任があることから、議員及び市民
が自由に情報及び意見が交換できるよう「議会報告会」の開催を議会基本条例第７条に明文化し、
義務化することになりました。
　７月は下記の地区で報告会を開催しました。

地区名 開催日時 場　　　所

矢 持 7月11日（水）19:00～ 矢持地区市民センター

上野東部 7月12日（木）15:00～ 上野東部地区市民センター

長 田 7月12日（木）19:00～ 長田地区市民センター

高 尾 7月15日（日）19:00～ 岳の里会館

島 ヶ 原 7月17日（火）19:30～ 島ヶ原会館ふれあいホール

三 田 7月18日（水）10:00～ 三田地区市民センター

府 中 7月18日（水）19:00～ 府中地区市民センター

諏 訪 7月18日（水）19:30～ 諏訪地区市民センター

上野西部 7月20日（金）19:00～ 上野西部地区市民センター

玉 瀧 7月21日（土）19:00～ 玉瀧・内保高齢者活動センター

阿 波 7月25日（水）19:30～ 大山田東生活改善センター

壬 生 野 7月26日（木）19:30～ 川東多目的集会所

西 柘 植 7月27日（金）19:00～ 西柘植公民館

中 瀬 7月28日（土）19:30～ 中瀬地区市民センター

地区名 開催日時 場　　　所

上
野
東
部
地
区　
　
　
　

市
民
セ
ン
タ
ー

で
の
報
告
会

諏
訪
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

で
の
報
告
会

三
田
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

で
の
報
告
会

矢
持
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

で
の
報
告
会

10月・1月の予定10月・1月の予定10月・1月の予定

議　員　名　（◎班長）
地区名

10月 1月
議　員　名　（◎班長）

地区名

10月 1月

田山宏弥 前田孝也 小田 比自岐 木津直樹 森本　勉 友生 花垣

中岡久徳 安本美栄子 柘植 阿保

空森栄幸 坂井　悟 久米 神戸

山岡耕道 丸柱 布引

渡久山カナエ 中本徳子 花之木 きじが台

小丸勍司

◎葛原香積

勝矢節義

◎今井博昭

英　成樹

◎今井由輝

馬場登代光 桐ヶ丘 古山

宮崎由隆 森野廣榮 山田 上津

本城善昭 大西保定 上野南部 依那古

森岡昭二 前川款昭 博要 鞆田

北出忠良 森　正敏 新居 ゆめが丘

土井裕子

◎岩田佐俊

桃井隆子

◎松村頼清

恒岡弘二

◎森永勝二

奥　邦雄 本村幸四郎 猪田

班

1

2

3

班

4

5

6
河合

6月定例会議案等の審議結果

６月定例会での提出案件は、市長提出議案８件、報告15件、議会提出議案２件、請願１件でした。
各常任委員会で審査した後本会議で下記のとおり議決しました。

審査した委員会 議決結果案　　　　　　件
議案第75号
議案第76号

議案第77号
議案第78号

議案第79号

議案第80号
議案第81号
議案第82号

総 務

総 務
教 育 民 生

建 設 水 道

総 務
総 務
総 務

全会一致

全会一致
全会一致

全会一致

全会一致
全会一致
全会一致

平成18年度伊賀南部消防組合一般会計歳入歳出決算の認定について
伊賀市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の制定に
ついて
委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
伊賀市職員の給与に関する条例及び伊賀市立上野総合市民病院事業の
設置等に関する条例の一部改正について
青山ハーモニー・フォレストの設置及び管理に関する条例の一部改正
について
権利の放棄について
伊賀市・名張市広域行政事務組合規約の変更に関する協議について
字の区域の変更について

■市長提出議案

議案第20号 産 業 経 済 起立多数日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に対することについて
■請願

※　賛成しなかった議員　　渡久山・土井・小丸・本村

発議第4号 起立多数伊賀市議会議員政治倫理条例の一部改正について
■議会提出議案

※　賛成しなかった議員　　恒岡・小丸

発議第5号 起立多数日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に対する意見書（案）の提出
※　賛成しなかった議員　　渡久山・土井・小丸・本村

意見書を提出

伊賀市議会では、平成19年6月26日地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣に意見書を提出し
ました。　　　　　　　　　　　　　　　　

日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉に対する意見書

　本年から開始された日豪ＥＰＡ（経済連携協定）／ＦＴＡ（自由貿易協定）交渉では、オーストラリア政府は農産物も含む
関税撤廃を強く主張してきています。オーストラリア政府の要求通り、農産物の輸入関税が全面的に撤廃されるようなことに
なれば、政府の試算でも、肉牛、酪農、小麦、砂糖の主要４分野で約8,000億円もの打撃を受け、関連産業や地域経済への影響
を含めると、２兆～３兆円規模となるとされています。
　また、食料自給率は30％台に低下するなど日本の農業と食料は壊滅的な打撃を受けることとなり、農林業の多面的機能が失
われ、農山村の崩壊、国土の荒廃、環境の悪化を招くこととなります。
　さらに、昨年、干ばつによって大減産となったようにオーストラリアの農業生産条件は極めて不安定であり、これに安易に
依存することは、世界的な食料不足、危機が心配されているなかで、日本の食料安全保障を危うくする結果を招きかねません。
　つきましては、日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉にあたり、日本農業に多大な影響を与える重要品目を交渉から除外するなど次の対
策を強く要望します。

記

１．日豪ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉にあたっては、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの農林水産物の重要品目を除外するとともに、
万一、これが受け入れられない場合は、交渉を中断することを求めます。

２．農産物貿易交渉は農業・農村の多面的機能の発揮と国内自給による食料安全保障の確保を基本とし、各国の多様な農業が
共存できる貿易ルートを確立することを求めます。

議員永年勤続表彰及び感謝状を授与

平成19年6月19日に開催された第83回全国市議会議長会定期総会において、2名の議員が永年勤続表彰及び感謝状を授与されま
した。これは全国市議会議長会表彰規程により表彰されたものです。

議員永年勤続20年表彰　　　　　　前川　款昭　議員
感謝状
全国市議会議長会評議員　　　　　安本美栄子　議員
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伊賀市議会だより 2007.8.1

ひとが輝く　地域が輝く
～住みよさが実感できる自立と共生のまち～
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政務調査費の支出報告・・・・・・・・Ｐ１０

（円） （円） （人） （円）

十
八
年
度
支
出
さ
れ
た

政
務
調
査
費
を
報
告
し
ま
す

十
八
年
度
支
出
さ
れ
た

政
務
調
査
費
を
報
告
し
ま
す

政
務
調
査
費
と
は
、
地
方
自
治
法
第
１
０

０
条
第
13
項
及
び
第
14
項
の
規
定
及
び
、
伊

賀
市
条
例
に
基
づ
き
、
調
査
研
究
に
資
す
る

た
め
に
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
、
議
会

に
お
け
る
会
派
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の

で
す
。
（
19
年
度
か
ら
は
、
個
人
支
給
に
改

定
）支

給
さ
れ
る
金
額
は
、
月
額
２
万
円
を
会

派
の
所
属
議
員
数
を
乗
じ
た
額
を
半
期
ご
と

に
交
付
さ
れ
ま
す
。

会
派
は
、
規
則
で
定
め
る
使
途
基
準
に
従

い
、
経
理
処
理
を
明
確
に
行
う
た
め
、
経
理

責
任
者
を
置
き
、
政
務
調
査
費
に
係
る
収
入

及
び
支
出
の
報
告
書
を
作
成
し
、
領
収
書
等

の
証
拠
書
類
の
写
し
を
添
付
し
た
う
え
で
議

長
に
提
出
し
ま
す
。
ま
た
、
一
年
間
の
交
付

さ
れ
た
総
額
か
ら
支
出
し
た
経
費
の
総
額
を

差
し
引
き
、
残
余
が
あ
る
場
合
は
、
市
に
返

還
を
し
ま
す
。

研究研修費 議員が研究会、研修会を開催するために
要する経費
議員が他の団体の開催する研究会、研修
会に参加するために要する経費

調査旅費 議員が行う調査研究活動のために必要な
先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費 議員が行う調査研究活動のために必要な
資料の作成に要する経費

資料購入費 議員が行う調査研究活動のために必要な
図書、資料等の購入に要する経費

広報費 議員の調査研究活動、議会活動及び市の
施策について、住民に報告し、周知する
ために要する経費

広聴費 議員が住民からの市政及び議会等に対す
る要望、意見を聴取するための会議等に
要する経費

人件費 議員が行う調査研究活動を補助する者を
雇用する経費

事務費 議員が行う調査研究活動のために必要な
事務の遂行に要する経費

その他の経費 上記以外の経費で議員が行う調査研究活
動に必要な経費

視察旅費は、伊賀市議会議員の報酬及び費用弁償に関
する条例に基づく取り扱いとし、事前に議長に届け出て、
あらかじめ事務局で計算を行う。

政務調査費使途基準
支出できる経費

会派名 交付額 戻入 所属議員数 精算額

新政いが 1,200,000 58,891 5 1,141,109

爽風クラブ 1,920,000 2,562 8 1,917,438

清風クラブ 600,000 3,227 5 596,773

公明党 720,000 0 3 720,000

輝（かがやき） 1,680,000 311,358 7 1,368,642

日本共産党 240,000 73,299 1 166,701

明政クラブ 1,200,000 0 5 1,200,000

合　計 7,560,000 449,337 34 7,110,663


